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9令和4年6月［市政はこだて］

　　　　市では、 8 月診療分から、これまで自己負担のあった課税世帯の「中学生までの子ども」「ひとり親家庭等の
子ども」の通院医療費について、保険診療の自己負担分を無料とします。
　現在、受給者証をお持ちでない方でも、主たる生計維持者の所得が所得制限限度額未満であれば、医療費助成
の資格を認定できる場合がありますので、詳しくはお問合せください。

※　入院には指定訪問看護を含みます。　
※　対象者の要件には所得の制限があります。
お問合せ　子育て支援課　☎21-3181
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「子ども」および「ひとり親家庭等」医療費助成制度の改正「子ども」および「ひとり親家庭等」医療費助成制度の改正

〈子ども医療費助成制度〉

〈ひとり親家庭等医療費助成制度〉

所得制限限度額

所得制限限度額

後期高齢者医療制度のお知らせ
■保険料率が変わりました
　被保険者の皆さまにお支払いいただく保険料は、 2年ごとに定める保険料率を
もとに決めることになっています。
　令和 4・ 5 年度の新しい保険料率は、次のとおりです。

　令和 4年度の保険料額は、 7月に送付する「保険料額決定通知書」でご確認ください。
お問合せ　国保年金課　☎21-3185、3186

●均等割
　（被保険者が等しく負担）

令和2・3年度
（年間） 52,048円　   　 

令和4・5年度
（年間） 51,892円

●所得割
　（被保険者の所得に応じて負担）

令和2・3年度
（年間） 10.98％

令和4・5年度
（年間） 10.98％

●賦課限度額
　（1年間の保険料の上限額）

令和2・3年度
（年間） 64万円

令和4・5年度
（年間） 66万円 

区　　　　　分 自 己 負 担 額
現　行 改正後

３　歳　未　満 なし なし

３歳～中学生
非課税世帯 なし なし

課税世帯 通院：１割負担
入院：負担なし なし

区　　　　　分 自 己 負 担 額
現　行 改正後

３　歳　未　満 なし なし

３歳～20歳
未満

非課税世帯 なし なし

課税世帯 通院：１割負担
入院：負担なし なし

親
（入院、指定訪

問看護のみ）

非課税世帯 なし なし

課税世帯 なし なし

扶養人数 所得制限限度額
(控除後の額)

0人 622万円
1人 660万円
2人 698万円
3人 736万円
4人 774万円
5人 812万円

扶養人数 所得制限限度額
(控除後の額)

0人 236万円
1人 274万円
2人 312万円
3人 350万円
4人 388万円
5人 426万円
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https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014011701052/

